
  

知的財産侵害物品集中取締りを実施！ 

 函館税関では、コピー商品や偽ブランド品など知的財産侵害物品の水際におけ

る発見・摘発のため、「知的財産侵害物品取締強化期間」を定め、集中的な取締り

を実施します。 

知的財産侵害物品取締強化期間 

  平成２７年３月１６日（月）～                      

         ３月２２日（日）   

税関検査にご理解とご協力を 
※知的財産侵害物品に関する情報がありましたら、最寄の官署までご連絡ください。 

函館税関 


